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公益社団法人日本口腔インプラント学会 再雇用の手続に関する規程 

令和４年３月２７月 制定 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本口腔インプラント学会職員就業規則（以下「就業規則」とい

う。）第３１条第２項の規定に基づき、定年により退職した職員の再雇用に関する必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

 （対象者） 

第２条 再雇用の対象となる職員は、公益社団法人日本口腔インプラント学会（以下「本会」という。）

を定年退職した者とする。ただし、就業規則第３２条の退職事由又は第３４条の解雇事由に該当す

る者は除く。 

 

 （再雇用の方法） 

第３条 再雇用は、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため、１年を超

えない範囲の期間（３月３１日までの期間に限る。以下同じ。）を定めて採用により行うものとす

る。 

２ 再雇用を希望する職員は、原則として定年退職日の６月前までに本会が行う意向調査において、

その旨を申し出るものとする。 

３ 本会は、前項の規定により再雇用の希望を申し出た職員に対し、原則として定年退職日の３月前

までに再雇用に係る労働条件を提示するものとする。 

 

 （試用期間） 

第４条 再雇用された職員（以下「再雇用職員」という。）には、就業規則第６条に規定する試用期

間を設けないものとする。 

 

（再雇用の終了及び更新） 

第５条 第３条により定められた期間又は次項の規定により更新された再雇用の期間が満了した場

合は、当該再雇用は終了するものとする。 

２ 再雇用職員が希望するときは、１年を超えない範囲内の期間を定めて再雇用を更新することが

できる。この場合において、第２条ただし書き及び第３条の規定を準用する。 

 

 （再雇用の上限年齢） 

第６条 第３条第１項及び前条第２項による期間の定めの上限は、満６５歳に達する日以後におけ

る最初の３月３１日を超えることはできない。 

 

 （休暇） 
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第７条 定年退職に引き続き再雇用職員となった者の年次有給休暇は、当該退職時における未使用

の日数及び時間とする。 

２ 第５条第２項により再雇用が更新された場合の年次有給休暇は、当該更新された日の前日にお

ける未使用の日数及び時間とする。 

 

 （その他の勤務時間、休暇等） 

第８条 再雇用職員の勤務時間・休暇等に関する事項については、再雇用時の労働契約の内容に従う

ものとし、労働契約上に特に定めがない場合には、前条に定めるもののほか、本会就業規則を準用

する。 

 

（給与） 

第９条 再雇用職員の本給及び給与規程を準用する場合の給与表及び職務の級の適用については、

別に定める公益社団法人日本口腔インプラント学会職員給与規程（以下「給与規程」という。）に

よるものとする。 

２ 再雇用職員には、役職手当、職能手当、扶養手当、住居手当、特別手当は支給しない。 

３ ６月１日及び１２月１日のそれぞれ在職する再雇用職員には、再雇用職員特別手当を支給する。

当該手当の支給日、支給額その他必要な事項は別途定める。 

４ その他再雇用職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、給与規

程を準用する。 

 

（退職手当） 

第１０条 再雇用職員には、就業規則第３５条に規定する退職手当を支給しない。 

 

（懲戒） 

第１１条 再雇用職員については、定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の

行為が、就業規則第４２条の懲戒の事由に該当したときは、懲戒に処すことができる。 

 

（就業規則の準用） 

第１２条 再雇用職員には、この規程の定めるもののほか、就業規則を準用する。 

 

 （改 廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

 

 附 則 

   １．この規程は、令和４年３月２７日に制定し、令和４年４月１日から施行する。 


